
  

 

令和２年１２月  

 

未就園児自由来所の利用回数等の変更について(お知らせ) 

 

新型コロナウイルス感染症の第３波の本格的な到来により、清須市内におい

ても多数の感染者が発生しております。 

つきましては、１２月２１日以降の子育て支援センター並びに児童館等のご

利用について、以下のとおり変更させていただきます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解・ご協力賜りますようお願

い申し上げます。 

記 

 

１ 利用回数 

変更前 変更後 

週２回まで 週１回まで 

  ※児童館は１６日（水）予約分から、子育て支援センターは１８日（金）

予約分から変更となります。 

 

２ 兄弟姉妹の同時利用 

  子育て支援センター及び児童館等の自由来所については、原則として未就

園児を対象としております。 

  幼稚園等に通園されている兄弟姉妹の同時利用につきましては、当面の間

ご遠慮いただく場合がございますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

担 当 子育て支援係 

電 話 ０５２－４００－２９１１ 

内 線 ２０１４・２０５１ 

 


